
一次下請

★施工体制台帳により加入状況を確認

★ 工事担当課対応

● 管理情報課対応

★特別の事情「無」
（様式第２号）

理由書面提出理由書面未提出

未加入

★特別の事情「有」
（様式第３号）

施工体制台帳を受理した日から起算して１０日
以内に請業者から提出してもらう

対 応 不 要
 <管理情報課に連絡>
●指名停止措置（請負者）
●国または県等の建設業許可部局へ通報する。

指名停止措置なし

確認書類提出
（加入）

確認書類未提出
（未加入）

★発注者の指定する期間内に、加入の事実を確認できる書類
の提出（認定通知日から起算して30日以内）

社会保険等未加入建設業者対策の事務手順について

★請負者に対し、書面にて当該下請契約を締結した具体的な理由を
　 記載した書面を提出するよう通知する。（様式第１号）

※「建設業の許可」、「健康保険等の加入状況」欄が
　　 未記入の場合は再提出してもらう。

加入・適用除外


